
盛岡市庁舎広告掲載取扱要領 

令和８年２月５日  

市 長 決 裁  

 

（趣旨） 

第１ この要領は、盛岡市庁舎管理規則第２条第１項で定める庁舎への広告掲載に関し、盛岡市広告

掲載要綱（平成17年２月９日市長決裁）及び盛岡市広告掲載基準（平成17年２月９日市長決裁）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の仕様） 

第２ 広告の掲載場所、規格及び数量等、広告の仕様は、庁舎の用途又は目的を妨げない限度におい

て、別途定めるものとする。 

（広告の掲載基準） 

第３ 広告の内容及び表現は、盛岡市広告掲載基準第４及び第５の規定に準ずるものとし、広告内又

は広告を収める枠等に「広告」である旨を明記するものとする。 

２ 前項の規定に加え、広告の掲載場所等の特性に応じて掲載基準を設ける場合は、掲載場所ごとに

別途定めるものとする。 

３ 広告が屋外広告物に該当する場合は、盛岡市屋外広告物条例に基づき、事前に市の許可を得るこ

と。 

（広告掲載の申込方法） 

第４ 広告を掲載しようとする者（以下「広告主」という。）は、庁舎広告掲載申込書（様式第１号）

を市に提出するものとする。また、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 会社概要等、業務内容等が確認できるもの（当該年度内に提出し、かつ、それ以降に変更がな

い場合は添付を省略できるものとする。） 

(2) 盛岡市に納付すべき法人税（個人事業主にあっては、個人市民税）、固定資産税、都市計画税

に係る直近２箇年分の納税証明書（市職員が納税情報を確認することに広告主が同意した場合は

添付を省略できるものとする。） 

(3) 消費税及び地方消費税に係る直近２過年分の納税証明書または未納額が無い旨の証明書（盛岡

市に納付すべき税がない場合に限る。） 

(4) 広告に表示する資格、許認可等を証明する書類（当該年度内に提出し、かつ、それ以降に変更

がない場合は添付を省略できるものとする。） 

(5) 盛岡市広告掲載要綱第11第１項１号の規定の適用を受けようとする広告主は、優先掲載取扱申

立書（様式第２号） 

(6) 広告原稿（イメージ、ラフ及びスケッチ等、審査に必要な資料） 

（広告掲載の不承認） 



第５ 市は、広告の掲載を認めないときは、広告掲載不承認通知書（様式第３号）により広告主に通

知するものとする。 

（広告掲載の取消し等） 

第６ 市は、盛岡市広告掲載要綱第13第３項の規定により広告の掲載を取り消すときは、取消理由を

付した書面により広告主に通知するものとする。 

２ 市は、広告の掲載を取り消した場合、広告主に対して一切の補償は行わない。また、市に納入す

べき広告掲載料の減額は行わないものとする。 

（広告掲載の取下げ） 

第７ 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。 

２ 広告主は、前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、書面により市に申し出なければな

らない。 

３ 第１項の規定により広告の掲載を取り下げた場合、市に納入すべき広告掲載料の減額は行わない

ものとする。 

（盛岡市広告掲載要綱第11第１項第２号に規定する市長が定める期間） 

第８ 盛岡市広告掲載要綱第11第１項第２号の市長が定める期間は、６月とする。 

（広告審査会） 

第９ 盛岡市広告掲載要綱第９に基づき、庁舎広告審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

第10 審査会は、当該庁舎の庁舎管理者が所属する部等の長、当該庁舎の庁舎管理者が所属する部等

の長が命じた職員及び庁舎管理者をもって構成する。 

第11 審査会の審査事項は、次のとおりとする。 

(1) 広告主に関すること。 

(2) 掲載しようとする広告の表示内容及び表現に関すること。 

(3) その他広告の掲載に関し必要な事項 

 



様式第１号 

庁舎広告掲載申込書 

 

  年  月  日  

 盛岡市長           様 

 

（申込者） 

住 所 

商号又は名称 

代表者職氏名                 

電話番号     （     ） 

 

 盛岡市庁舎に広告を掲載したいので、関係書類を添えて申し込みます。なお、盛岡市広告掲載要綱、

盛岡市広告掲載基準及び盛岡市庁舎広告掲載取扱要領に抵触しないことを宣誓します。 

記 

１ 申込内容 

掲載希望期間     年  月  日から    年  月  日まで 

掲載希望場所  

連絡先 担当者氏名  

電話  

E-mail  

２ 添付書類 

(1) 会社概要等、業務内容等が確認できるもの 
(2) 次に掲げる税の直近２箇年分の納税証明書 
 ア 盛岡市に納付すべき法人税（個人事業主にあっては個人市民税）、固定資産税、都市

計画税 
 イ 消費税及び地方消費税（アの税の賦課がない場合に限る。） 
(3) 広告に表示する資格、許認可等を証明する書類 
(4) 広告原稿（イメージ、ラフ及びスケッチ等、審査に必要な資料） 

※上記(2) アの納税証明書の提出を省略する場合 

この広告掲載を決定するに当たり、上記(2) アの納税情報を、担当課の職員が確認することに同

意します。 

商号又は名称   

代表者職氏名    



様式第２号 

優先掲載取扱申立書 

 

  年  月  日  

 

 盛岡市長           様 

 

 

（申立者） 

住 所 

商号又は名称 

代表者職氏名                 

電話番号     （     ） 

 

関係書類を添えて申し込んだ広告の掲載について、次により盛岡市広告掲載要綱第11第１項による

優先の取扱いを受けたいので申し立てます。 

記 

 （優先の取扱いを希望する理由等） 

 



様式第３号 

広告掲載不承認通知書 

 

  年  月  日  

（申請者） 

住 所 

商号又は名称 

代表者職氏名                様 

電話番号     （     ） 

 

盛岡市長              

 

   年  月  日付けで提出された広告掲載申込書について審査した結果、掲載を承認しない

こととしたので通知します。 

記 

 （不承認の理由） 

 


